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（９）　軽自動車税に関する概要
     （単位：台） 税額の推移

総台数 非課税 総台数 非課税 総台数 非課税

2000　（1000） 1,155 0 1,155 (4) 1,092 0 1,092 (4) 1,032 0 1,032 (4)
2000　（1200） 76 0 76 79 0 79 76 0 76
2400　（1600） 152 0 152 (1) 157 0 157 156 0 156
3700　（2500） 29 0 29 29 0 29 26 0 26

3600　（2400） 37 0 37 35 0 35 35 0 35
3600　（2400） 434 2 432 449 2 447 448 3 445

旧 3,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新 3,900 ― ― ― ― ― ― 0 0 0 身体障害者等に対する減免についての通達の一部改正
重 4,600 ― ― ― ― ― ― 0 0 0

軽1 1,000 ― ― ― ― ― ― 0 0 0
軽2 2,000 ― ― ― ― ― ― 0 0 0
軽3 3,000 ― ― ― ― ― ― 0 0 0
旧 5500　（5500） 1 0 1 0 0 0 0 0 0
新 6,900 ― ― ― ― ― ― 0 0 0
重 8,200 ― ― ― ― ― ― 0 0 0

軽1 1,800 ― ― ― ― ― ― 0 0 0
軽2 3,500 ― ― ― ― ― ― 0 0 0 旧・・・

軽3 5,200 ― ― ― ― ― ― 0 0 0 新・・・

旧 7200（7200） 11,115 14 11,101 (89) 11,620 14 11,606 (94) 9,405 8 9,397 (80) 重・・・

新 10,800 ― ― ― ― ― ― 55 0 55
重 12,900 ― ― ― ― ― ― 1,728 6 1,722 (11)

軽1 2,700 ― ― ― ― ― ― 1 0 1 軽１・・・

軽2 5,400 ― ― ― ― ― ― 374 0 374 (2)
軽3 8,100 ― ― ― ― ― ― 454 0 454
旧 3000（3000） 74 0 74 71 0 71 53 0 53
新 3,800 ― ― ― ― ― ― 3 0 3 軽２・・・

重 4,500 ― ― ― ― ― ― 13 0 13
軽1 1,000 ― ― ― ― ― ― 0 0 0
軽2 1,900 ― ― ― ― ― ― 0 0 0
軽3 2,900 ― ― ― ― ― ― 1 0 1
旧 4000（4000） 2,067 18 2,049 (19) 2,062 17 2,045 (20) 1,315 11 1,304 (12)
新 5,000 ― ― ― ― ― ― 83 1 82 (1)
重 6,000 ― ― ― ― ― ― 603 6 597 (7)

軽1 1,300 ― ― ― ― ― ― 0 0 0 軽３・・・
軽2 2,500 ― ― ― ― ― ― 0 0 0
軽3 3,800 ― ― ― ― ― ― 44 1 43

3600（2400） 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2400（1600） 193 9 184 191 7 184 187 7 180
5900（4700） 77 1 76 81 1 80 83 1 82

6000（4000） 560 23 537 (2) 563 20 543 563 20 543
15,970 67 15,903 (115) 16,429 61 16,368 (118) 16,738 64 16,674 (117)

注）

初度検査年月が平成27年3月31日までの登録車両

初度検査年月が平成27年4月1日以降の登録車両

平成11年一部改正

身体障害者等に対する減免についての通達の一部改正

地方税法の改正により、税率の改正

電気自動車及び天然ガス自動車（平成21 年排出ガス規
制に適合し、かつ、平成21 年排出ガス基準値より10％
以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。）

初度検査年月が平成14年以前の登録車両

課税台数欄中（　　）は減免台数であり、内数、税額欄中（　　）は平成27年度以前の税額である。
各年４月１日現在の数値である。

平成17 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17 年排出
ガス基準値より75％以上窒素酸化物等の排出量が少な
いもののうち、乗用のものについては平成32 年度燃費
基準を満たすもの（揮発油を内燃機関の燃料とする軽自
動車に限り、②の軽自動車を除く。）について、貨物用の
ものについては平成27 年度燃費基準値より15％以上燃
費性能の良いもの（揮発油を内燃機関の燃料とする軽
自動車に限り、②の軽自動車を除く。）

平成17 年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17 年排出
ガス基準値より75％以上窒素酸化物等の排出量が少な
いもののうち、乗用のものについては平成32 年度燃
費基準値より20％以上燃費性能の良いもの（揮発油を
内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。）について、貨
物用のものについては平成27 年度燃費基準値より35％
以上燃費性能の良いもの（揮発油を内燃機関の燃料と
する軽自動車に限る。）

雪上を走行するもの

小型特殊
自動車

農　耕　作　業　用

そ　　　の　　　他

二輪小型自動車（250cc超のもの）

合　　　　計

軽自動車

被牽引車（ﾎﾞｰﾄﾄﾚｰﾗ)

軽
四
輪
車

乗用営業用

乗用自家用

貨物営業用

貨物自家用

原動機付
自転車

５０cc以下 昭和59年一部改正
９０cc以下 昭和60年一部改正
１２５cc以下 平成２年一部改正
三輪以上で５０cc以下 身体障害者等に対する減免を設置

平成５年一部改正

軽二輪車（250cc以下)

軽三輪車

平成27年一部改正

自動車教習所の教育用バイク等を減免扱いとする

平成10年一部改正

区　　　分 税 額　（円/台）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 昭和51年一部改正

課税台数 課税台数 課税台数 昭和54年一部改正


